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ゴミは、分別して出しましょう!!
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町民ふれあい芸術鑑賞会

公 演  日 ：平成３０年１０月２８日（日）
公演時間 ：午後２時００分～（町民文化祭終了後）
公演会場 ：浦臼町農村センター多目的ホール

主催　浦臼町教育委員会

夢絃座コンサート
　　三味線研究会　夢 絃 座
《三味線から広がる　無限の可能性》
三味線の音は、人々の心に反映する。

楽しくも、悲しくも、懐かしくも，力強くも聴く人々や演奏する人々の感情を引き出していく。

そんな三味線の不思議な未知の世界を追求。民謡伴奏はもとより、ジャズ・ロック・民族楽器との

セッション、よさこいソーラン等の音源製作など、ジャンルにとらわれない独自の音色を創造。

平成11年に会主の本間孝人師が札幌市内新琴似に教室を設けたところからスタートしました。

徐々に札幌市内の教室も増え、近郊では岩見沢市・滝川市に支部があります。会員は、小学生から

年配者まで幅広くそれぞれ目標を持って日々稽古に励んでいます。



限りある水資源を大切に!節水にご協力をお願いします!
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わくわく浦臼スケッチ

　地域おこし協力隊の横山です。
　葉が色づく秋の季節、少しずつ日も短くなりお米の収穫も最盛期で
す。
　少し前のことですが８月に浦臼町農産加工研究会トマトジュース作
りの見学に行きました。
　浦臼産の真っ赤に熟れたトマトでお母さんたちが美味しいトマト１
００％のジュースにするため、大量のトマトを洗いカットし大きな鍋
で丹精込めて作ります。
　この完熟トマトのジュースは、ふるさと納税の対象商品にもなって
いる、とても美味しい甘くて濃厚なフレッシュトマトジュースです。
　浦臼町に来て４か月、美味しい食材に感動し毎日いただいています。
　味覚の秋、浦臼の新米や新そばを今からとても楽しみにしています。

浦臼町定住支援制度について

　浦臼町では定住人口増加や地域の活性化を促進するため、様々な支援を行っています。
　今号では、住宅のリフォームや空き家・老朽住宅の除去工事等の費用を助成する、「浦臼町住宅リフ
ォーム等補助金」についてご紹介します。
補助対象者
・住宅の所有者で町内に居住している者（又は、除却工事にあっては相続人）
・リフォーム後、直ちに町内に居住する者
・町税、水道料金、下水道料金等を滞納していない者
・申請者の前年における世帯の総所得が５５０万円以下の者
補助条件
・町内業者と契約し、行う工事であること
・工事費（消費税を除く）が５０万円以上であること。
・固定資産税課税台帳に搭載されている家屋であること。（倒壊家屋の除却工事を除く）
・同一の申請者、同一の住宅についての補助は、１回限りとする。
補助対象工事
・住宅のリフォーム（築後１０年を経過した住宅の増築・改築・改修工事）
※内装仕上げ材のみを取り替える工事、設備機器の設置のみの工事、介護保険法の住宅改修費の支給対
象となるもの等を除く。
・住宅耐震改修工事
・空き家（倉庫など附属建物を含む）、老朽住宅の除却工事　（建替えのための除却を除く。）
・住宅用太陽光発電システム設置工事
補助額
・工事費（消費税を除く）の３０％、限度額３０万円（補助金の額は、１,０００円未満を切り捨てる）
・国または道等から移転、建てかえその他の補償等の給付を受ける場合は、当該工事の対象額を控除し、
補助金の額を算出する。
※各様式については、町ホームページもしくは役場２階総務課企画統計係にあります。
※対象工事着手前に、必要書類を添付の上、申請書を総務課企画統計係に提出してください。

お問合せ　総務課企画統計係（℡６８－２１１１）


